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岐阜県のいのししで豚コレラ４例目発生
【 概 要 】
所在地：岐阜県関市（3例目発生施設から約12km離れた場所）
飼養状況：いのしし22頭
12月9日 飼養いのししが異常を呈しているとの届出を受けて、

岐阜県が立入検査を実施
12月10日 当該いのししについて病性鑑定を実施し、豚コレラの

疑似患畜であることを確認

飼養衛生管理基準の再徹底をお願いします

１ 適切な衛生管理区域の設定

５ 野生動物との接触防止

２ 衛生管理区域に立ち入る車両等の消毒

衛生管理区域外で使用した器具や重機等は、充分な水洗
を行い、適切な消毒を行った後、衛生管理区域内で使用す
ること。

３ 衛生管理区域専用の衣服と靴の設置、使用

衛生管理区域専用の衣服と靴を設置し、衛生管理区域に
立ち入る全ての者は、これらを確実に着用すること。

豚の様子が少しでもおかしいなと思ったらすぐに通報を！
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４ 肉及び肉製品を含む食品残さを餌として使用する場合
の適正使用（充分な加熱）

６ 毎日の健康観察、異常時の早期通報


